
（第119期第３四半期）

自　2021年10月１日
至　2021年12月31日

四半期報告書

株式会社秋田銀行

秋田市山王三丁目２番１号



頁

表　紙 …………………………………………………………………………………………………………………………… 1

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移 ………………………………………………………………………………………… 2

２　事業の内容 ………………………………………………………………………………………………………… 2

第２　事業の状況

１　事業等のリスク …………………………………………………………………………………………………… 3

２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ………………………………… 3

３　経営上の重要な契約等 …………………………………………………………………………………………… 8

第３　提出会社の状況

１　株式等の状況

(1）株式の総数等 …………………………………………………………………………………………………… 9

(2）新株予約権等の状況 …………………………………………………………………………………………… 9

(3）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 ………………………………………………… 9

(4）発行済株式総数、資本金等の推移 …………………………………………………………………………… 9

(5）大株主の状況 …………………………………………………………………………………………………… 9

(6）議決権の状況 …………………………………………………………………………………………………… 10

２　役員の状況 ………………………………………………………………………………………………………… 10

第４　経理の状況 …………………………………………………………………………………………………………… 11

１　四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………………… 12

(2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………… 13

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………………………………… 13

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………………………………… 14

２　その他 ……………………………………………………………………………………………………………… 20

第二部　提出会社の保証会社等の情報 ……………………………………………………………………………………… 21

［四半期レビュー報告書]

［確認書］

目　　　　　　　次



【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年２月９日

【四半期会計期間】 第119期第３四半期（自　2021年10月１日　至　2021年12月31日）

【会社名】 株式会社秋田銀行

【英訳名】 THE AKITA BANK, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取　　新谷　明弘

【本店の所在の場所】 秋田市山王三丁目２番１号

【電話番号】 018(863)1212（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営企画部長兼デジタル戦略室長　　芦田　晃輔

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目13番１号

株式会社秋田銀行東京事務所

【電話番号】 03(3564)3117

【事務連絡者氏名】 執行役員東京支店長兼東京事務所長　　工藤　重信

【縦覧に供する場所】 株式会社秋田銀行東京支店

（東京都中央区京橋三丁目13番１号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

【表紙】

- 1 -



2020年度第３四半期
連結累計期間

2021年度第３四半期
連結累計期間

2020年度

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

経常収益 百万円 31,102 29,267 43,517

経常利益 百万円 2,967 4,565 4,341

親会社株主に帰属する四半期

純利益
百万円 2,070 2,984 －

親会社株主に帰属する当期純

利益
百万円 － － 2,716

四半期包括利益 百万円 11,658 3,493 －

包括利益 百万円 － － 12,079

純資産額 百万円 176,174 178,858 176,594

総資産額 百万円 3,490,387 3,695,365 3,488,741

１株当たり四半期純利益 円 115.84 166.85 －

１株当たり当期純利益 円 － － 151.97

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益
円 － － －

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
円 － － －

自己資本比率 ％ 5.0 4.8 5.0

2020年度第３四半期
連結会計期間

2021年度第３四半期
連結会計期間

(自　2020年10月１日
至　2020年12月31日)

(自　2021年10月１日
至　2021年12月31日)

１株当たり四半期純利益 円 23.79 58.02

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注）１．役員報酬ＢＩＰ信託による業績連動型株式報酬制度を導入し、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式を

（四半期）連結財務諸表において自己株式に計上しております。これに伴い、当該信託が保有する当行株式

は、１株当たり四半期（当期）純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお

ります。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３．自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末非支配株主持分）を（四半期）期末資

産の部の合計で除して算出しております。

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま

せん。

　なお、2021年４月１日付でその他の業務に含まれる地域商社事業を行う詩の国秋田株式会社を設立し、当行の連結

子会社としております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項は発生しておりませ

ん。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態および経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間の状況は以下のとおりとなりました。

預金

　個人預金、法人預金および公金の増加により、前連結会計年度末比1,415億円増加し、３兆1,225億円（譲渡性

預金を含む。）となりました。

貸出金

　個人ローンおよび国・地公体向け貸出は増加しましたが、事業先向け貸出の減少により、前連結会計年度末比

231億円減少し、１兆8,117億円となりました。

有価証券

　前連結会計年度末比1,148億円増加し、8,707億円となりました。

損益

　経常収益は、国債等債券売却益や株式等売却益の減少により、前第３四半期連結累計期間比18億３千５百万円

減少し292億６千７百万円となりました。経常費用は、国債等債券売却損や株式等売却損・償却の減少により、

34億３千３百万円減少し247億１百万円となりました。

　この結果、経常利益は、前第３四半期連結累計期間比15億９千８百万円増加し45億６千５百万円となりまし

た。親会社株主に帰属する四半期純利益は、９億１千４百万円増加し29億８千４百万円となりました。

　セグメント別の業績については、銀行業務は、経常収益が前第３四半期連結累計期間比17億４千４百万円減少

の256億５千８百万円、経常利益は15億９千５百万円増加の45億８千万円となりました。リース業務は、経常収

益が７千９百万円減少の35億９千６百万円、経常利益は５千１百万円減少の８千５百万円となりました。クレジ

ットカード業務等のその他の業務は、経常収益が４千１百万円増加の９億５千９百万円、経常利益は１億５百万

円増加の３億７百万円となりました。
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種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支
前第３四半期連結累計期間 17,295 115 17,411

当第３四半期連結累計期間 17,701 196 17,897

うち資金運用収益

前第３四半期連結累計期間 17,466 197
2

17,660

当第３四半期連結累計期間 17,790 260
1

18,049

うち資金調達費用

前第３四半期連結累計期間 170 81
2

249

当第３四半期連結累計期間 88 63
1

151

役務取引等収支
前第３四半期連結累計期間 3,133 10 3,144

当第３四半期連結累計期間 3,114 9 3,124

うち役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 4,829 18 4,848

当第３四半期連結累計期間 4,723 18 4,742

うち役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 1,695 7 1,703

当第３四半期連結累計期間 1,609 8 1,618

その他業務収支
前第３四半期連結累計期間 △22 119 97

当第３四半期連結累計期間 △49 371 322

うちその他業務収益
前第３四半期連結累計期間 6,084 164 6,248

当第３四半期連結累計期間 4,531 463 4,994

うちその他業務費用
前第３四半期連結累計期間 6,106 44 6,151

当第３四半期連結累計期間 4,580 91 4,672

国内・国際業務部門別収支

　資金運用収支につきましては、国内業務部門で前第３四半期連結累計期間比406百万円（2.3％）増加し、国際

業務部門で前第３四半期連結累計期間比81百万円（70.4％）増加したことから、合計では前第３四半期連結累計

期間比486百万円（2.7％）増加しました。

　役務取引等収支につきましては、国内業務部門で前第３四半期連結累計期間比19百万円（0.6％）減少し、国

際業務部門で前第３四半期連結累計期間比１百万円（10.0％）減少したことから、合計では前第３四半期連結累

計期間比20百万円（0.6％）減少しました。

　その他業務収支につきましては、国内業務部門で前第３四半期連結累計期間比27百万円減少したものの、国際

業務部門で前第３四半期連結累計期間比252百万円（211.7％）増加したことから、合計では前第３四半期連結累

計期間比225百万円（231.9％）増加しました。

（注）１．国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取

引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２．資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（前第３四半期連結累計期間０百万円、当第３四半期連結累計期間

０百万円）を控除して表示しております。

３．資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

息であります。

- 4 -



種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 4,829 18 4,848

当第３四半期連結累計期間 4,723 18 4,742

うち預金・貸出業務
前第３四半期連結累計期間 1,397 － 1,397

当第３四半期連結累計期間 1,351 － 1,351

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 1,275 18 1,294

当第３四半期連結累計期間 1,217 18 1,235

うち証券関連業務
前第３四半期連結累計期間 33 － 33

当第３四半期連結累計期間 26 － 26

うち代理業務
前第３四半期連結累計期間 106 － 106

当第３四半期連結累計期間 113 － 113

うち保護預り・貸金庫業

務

前第３四半期連結累計期間 17 － 17

当第３四半期連結累計期間 16 － 16

うち保証業務
前第３四半期連結累計期間 231 0 231

当第３四半期連結累計期間 229 － 229

うちクレジットカード業

務

前第３四半期連結累計期間 680 － 680

当第３四半期連結累計期間 679 － 679

役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 1,695 7 1,703

当第３四半期連結累計期間 1,609 8 1,618

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 191 6 198

当第３四半期連結累計期間 157 7 164

国内・国際業務部門別役務取引の状況

国内業務部門

　役務取引等収益は、前第３四半期連結累計期間比106百万円（2.1％）減少し、役務取引等費用は前第３四半

期連結累計期間比86百万円（5.0％）減少しました。この結果、役務取引等収支は前第３四半期連結累計期間

比19百万円（0.6％）減少し、3,114百万円となりました。

国際業務部門

　役務取引等収益は、前第３四半期連結累計期間比同水準となり、役務取引等費用が前第３四半期連結累計期

間比１百万円（14.2％）増加しました。この結果、役務取引等収支は前第３四半期連結累計期間比１百万円

（10.0％）減少し、９百万円となりました。

（注）　国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取引

であります。
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種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前第３四半期連結会計期間 2,835,768 4,329 2,840,098

当第３四半期連結会計期間 3,012,972 3,620 3,016,593

うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 1,797,091 － 1,797,091

当第３四半期連結会計期間 1,986,458 － 1,986,458

うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 1,031,547 － 1,031,547

当第３四半期連結会計期間 1,022,921 － 1,022,921

うちその他
前第３四半期連結会計期間 7,128 4,329 11,458

当第３四半期連結会計期間 3,592 3,620 7,212

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 128,778 － 128,778

当第３四半期連結会計期間 105,951 － 105,951

総合計
前第３四半期連結会計期間 2,964,547 4,329 2,968,876

当第３四半期連結会計期間 3,118,924 3,620 3,122,544

国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高（末残）

（注）１．国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取

引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

３．定期性預金＝定期預金＋定期積金
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業種別
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

国内業務部門

（除く特別国際金融取引勘定分）
1,816,696 100.00 1,809,824 100.00

製造業 189,822 10.45 184,288 10.18

農業、林業 8,536 0.47 8,872 0.49

漁業 2,870 0.16 2,788 0.15

鉱業、採石業、砂利採取業 21,487 1.18 20,757 1.15

建設業 79,653 4.38 74,368 4.11

電気・ガス・熱供給・水道業 76,976 4.24 84,966 4.69

情報通信業 18,257 1.00 15,305 0.85

運輸業、郵便業 58,176 3.20 53,834 2.97

卸売業、小売業 164,877 9.08 156,847 8.67

金融業、保険業 89,770 4.94 78,084 4.31

不動産業、物品賃貸業 155,763 8.57 165,388 9.14

学術研究、専門・技術サービス業 7,001 0.39 8,000 0.44

宿泊業 12,410 0.68 11,741 0.65

飲食業 10,994 0.61 10,725 0.59

生活関連サービス業、娯楽業 10,473 0.58 10,241 0.57

教育、学習支援業 2,840 0.16 3,299 0.18

医療・福祉 66,003 3.63 67,491 3.73

その他のサービス 25,121 1.38 24,531 1.36

国、地方公共団体 423,272 23.30 433,474 23.95

その他 392,384 21.60 394,816 21.82

国際業務部門

及び特別国際金融取引勘定分
4,369 100.00 1,935 100.00

政府等 － － － －

金融機関 130 2.98 130 6.72

その他 4,239 97.02 1,805 93.28

合計 1,821,066 － 1,811,759 －

国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況（末残・構成比）

（注）　国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取引

であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。

(2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(3）経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断する

ための客観的な指標等に重要な変更はありません。

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。
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会社名
店舗名
その他

所在地 区分
セグメント

の名称
設備の内容

投資予定金額
（百万円） 資金調達

方法
着手年月 完了予定年月

総額 既支払額

当行 湯沢支店
秋田県

湯沢市

新築

移転
銀行業務 店舗 496 256 自己資金 2021年６月 2022年３月

(6）主要な設備

ａ　主要な設備の状況

　当第３四半期連結累計期間において完成した主要な設備の新設はありません。

ｂ　設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結累計期間に新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

３【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 68,745,500

計 68,745,500

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（2021年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2022年２月９日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 18,093,643 18,093,643
東京証券取引所

（市場第一部）

株主としての権利内容に制限の

ない、標準となる株式。

単元株式数は100株である。

計 18,093,643 18,093,643 － －

②【発行済株式】

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2021年12月31日 － 18,093 － 14,100 － 6,268

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である2021年９月30日現在で記載しております。

2021年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－
株主としての権利内容に制限の

ない、標準となる株式普通株式 142,400

完全議決権株式（その他） 普通株式 17,796,500 177,965 同上

単元未満株式 普通株式 154,743 － 同上

発行済株式総数 18,093,643 － －

総株主の議決権 － 177,965 －

①【発行済株式】

（注）１．「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式14株及び役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式40株が含

まれております。

２．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式58,700株が含まれ

ております。

2021年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

（自己保有株式）

株式会社　秋田銀行
秋田市山王三丁目２番１号 142,400 － 142,400 0.78

計 － 142,400 － 142,400 0.78

②【自己株式等】

（注）　役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式58,700株は、上記の自己保有株式には含まれておりません。

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】
１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

（1982年大蔵省令第10号）に準拠しております。

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自　2021年10月１日　至　

2021年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

現金預け金 789,282 895,748

コールローン及び買入手形 15,802 42,494

買入金銭債権 8,420 8,368

金銭の信託 － 1,017

有価証券 ※２ 755,976 ※２ 870,796

貸出金 ※１ 1,834,802 ※１ 1,811,759

外国為替 3,370 1,911

その他資産 57,575 41,185

有形固定資産 18,763 18,542

無形固定資産 1,404 1,449

退職給付に係る資産 3,817 3,983

繰延税金資産 303 277

支払承諾見返 11,832 12,024

貸倒引当金 △12,609 △14,191

投資損失引当金 △0 △0

資産の部合計 3,488,741 3,695,365

負債の部

預金 2,903,903 3,016,593

譲渡性預金 77,185 105,951

コールマネー及び売渡手形 942 4,567

債券貸借取引受入担保金 48,177 89,796

借用金 247,546 261,948

外国為替 35 64

その他負債 10,317 13,216

役員賞与引当金 20 10

退職給付に係る負債 2,183 2,093

役員退職慰労引当金 22 24

株式給付引当金 60 51

睡眠預金払戻損失引当金 436 401

偶発損失引当金 796 664

繰延税金負債 7,159 7,586

再評価に係る繰延税金負債 1,525 1,511

支払承諾 11,832 12,024

負債の部合計 3,312,146 3,516,506

純資産の部

資本金 14,100 14,100

資本剰余金 9,212 9,212

利益剰余金 124,820 126,580

自己株式 △637 △616

株主資本合計 147,496 149,276

その他有価証券評価差額金 25,687 26,084

繰延ヘッジ損益 － △1

土地再評価差額金 2,975 2,943

退職給付に係る調整累計額 △239 △130

その他の包括利益累計額合計 28,423 28,896

非支配株主持分 674 685

純資産の部合計 176,594 178,858

負債及び純資産の部合計 3,488,741 3,695,365

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

経常収益 31,102 29,267

資金運用収益 17,660 18,049

（うち貸出金利息） 11,967 11,796

（うち有価証券利息配当金） 5,568 6,051

役務取引等収益 4,848 4,742

その他業務収益 6,248 4,994

その他経常収益 ※１ 2,344 ※１ 1,481

経常費用 28,134 24,701

資金調達費用 249 151

（うち預金利息） 158 71

役務取引等費用 1,703 1,618

その他業務費用 6,151 4,672

営業経費 17,156 16,352

その他経常費用 ※２ 2,874 ※２ 1,906

経常利益 2,967 4,565

特別利益 16 2

固定資産処分益 16 2

特別損失 115 261

固定資産処分損 23 145

減損損失 92 116

税金等調整前四半期純利益 2,868 4,306

法人税、住民税及び事業税 906 1,213

法人税等調整額 △121 104

法人税等合計 785 1,318

四半期純利益 2,083 2,988

非支配株主に帰属する四半期純利益 12 3

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,070 2,984

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

四半期純利益 2,083 2,988

その他の包括利益 9,574 505

その他有価証券評価差額金 9,259 397

繰延ヘッジ損益 3 △1

退職給付に係る調整額 311 109

四半期包括利益 11,658 3,493

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 11,642 3,488

非支配株主に係る四半期包括利益 16 4

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

連結の範囲の重要な変更

　詩の国秋田株式会社は新規設立により、第１四半期連結会計期間から連結の範囲に含めております。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによ

る当第３四半期連結財務諸表への影響はありません。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28－15項に定める

経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記

載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当第３四半期連

結財務諸表への影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、前連結会計年度と同様に、今後数年程度継続

するものと仮定し、キャッシュ・フロー見積法を適用している債務者のうち一部の債務者については、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響を勘案したキャッシュ・フローを見積り貸倒引当金を計上しております。

　また、当第３四半期連結会計期間において、当行は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を顕著に受けてい

ると認められる宿泊業等の特定の業種に属する債務者に対する信用リスクが高まっているものと判断し、当該

債務者の貸出金等に対する予想損失率を修正し貸倒引当金を追加計上しております。これにより当第３四半期

連結会計期間末の貸倒引当金は639百万円増加し、当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四

半期純利益は639百万円減少しております。

　なお、仮定の前提となる状況が変化した場合には、今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2021年12月31日）

破綻先債権額 1,027百万円 1,949百万円

延滞債権額 38,365百万円 40,926百万円

３ヵ月以上延滞債権額 －百万円 －百万円

貸出条件緩和債権額 1,679百万円 2,093百万円

合計額 41,071百万円 44,969百万円

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2021年12月31日）

11,970百万円 12,400百万円

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額

- 15 -



前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年12月31日）

株式等売却益 2,075百万円 1,075百万円

前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年12月31日）

貸倒引当金繰入額 807百万円 1,586百万円

貸出金償却 37百万円 15百万円

株式等売却損 819百万円 0百万円

株式等償却 930百万円 6百万円

債権売却損 19百万円 7百万円

（四半期連結損益計算書関係）

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年12月31日）

減価償却費 1,229百万円 1,094百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月25日

定時株主総会
普通株式 718 40 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金

2020年11月11日

取締役会
普通株式 628 35 2020年９月30日 2020年12月10日 利益剰余金

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．配当金支払額

（注）１．2020年６月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対す

る配当金３百万円が含まれております。

２．2020年６月25日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、創業140周年記念配当５円が含まれておりま

す。

３．2020年11月11日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対する配

当金２百万円が含まれております。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。
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（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月25日

定時株主総会
普通株式 628 35 2021年３月31日 2021年６月28日 利益剰余金

2021年11月10日

取締役会
普通株式 628 35 2021年９月30日 2021年12月10日 利益剰余金

当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

１．配当金支払額

（注）１．2021年６月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対す

る配当金２百万円が含まれております。

２．2021年11月10日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対する配

当金２百万円が含まれております。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

（単位：百万円）

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書

計上額銀行業務 リース業務
その他の

業務
計

経常収益

外部顧客に対する経常収益 27,037 3,541 568 31,147 △44 31,102

セグメント間の内部経常収益 364 134 350 850 △850 －

計 27,402 3,675 918 31,997 △894 31,102

セグメント利益 2,985 136 202 3,323 △355 2,967

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２．セグメント利益の調整額△355百万円は、セグメント間取引消去による減額355百万円であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「銀行業務」セグメントにおいて、遊休資産、営業利益の減少によりキャッシュ・フローが低下した資

産及び地価が大幅に下落した資産について減損処理を行っております。なお、当該減損損失の計上額は、

当第３四半期連結累計期間においては、92百万円であります。
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（単位：百万円）

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書

計上額銀行業務 リース業務
その他の

業務
計

経常収益

外部顧客に対する経常収益 25,233 3,477 632 29,344 △76 29,267

セグメント間の内部経常収益 424 119 327 870 △870 －

計 25,658 3,596 959 30,214 △947 29,267

セグメント利益 4,580 85 307 4,974 △408 4,565

当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２．セグメント利益の調整額△408百万円は、セグメント間取引消去による減額408百万円であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「銀行業務」セグメントにおいて、遊休資産、営業利益の減少によりキャッシュ・フローが低下した資

産及び地価が大幅に下落した資産について減損処理を行っております。なお、当該減損損失の計上額は、

当第３四半期連結累計期間においては、116百万円であります。

（金融商品関係）

　前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。

（有価証券関係）

※　企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。

　なお、四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債

権」中のその他の買入金銭債権の一部を含めて記載しております。

１．満期保有目的の債券

該当事項はありません。
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取得原価（百万円）
連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

株式 20,025 51,389 31,363

債券 505,204 507,133 1,928

国債 109,766 109,642 △123

地方債 243,440 244,550 1,110

短期社債 － － －

社債 151,998 152,940 941

その他 184,931 188,478 3,547

合計 710,161 747,001 36,840

取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表

計上額（百万円）
差額（百万円）

株式 20,043 50,500 30,457

債券 511,347 514,144 2,797

国債 96,638 96,677 39

地方債 284,904 286,973 2,069

短期社債 － － －

社債 129,804 130,493 688

その他 291,551 295,820 4,269

合計 822,941 860,466 37,524

２．その他有価証券

前連結会計年度（2021年３月31日）

当第３四半期連結会計期間（2021年12月31日）

（注）　その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回

復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借

対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失として処理（以

下、「減損処理」という。）しております。

　前連結会計年度における減損処理額は、778百万円（うち株式778百万円）であります。

　当第３四半期連結累計期間において、減損処理の対象となる有価証券はありません。

　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について、第３四半期連結会計期間末

日（連結会計年度末日）における時価が取得原価に比べて30％以上下落している場合であります。減損処理は、

当第３四半期連結会計期間末日（前連結会計年度末日）における時価が取得原価に比べ50％以上下落した銘柄に

ついてはすべて実施し、時価の下落が30％以上50％未満の銘柄については、基準日前一定期間の時価の推移や発

行会社の財務内容などにより、個々に時価の回復可能性を判断し実施しております。

（金銭の信託関係）

　前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。
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銀行業務 リース業務 その他の業務 計

役務取引等収益

預金・貸出業務 1,310 － － 1,310

為替業務 1,235 － － 1,235

保険窓販業務 380 － － 380

投資信託窓販業務 427 － － 427

その他業務 709 － 415 1,125

その他の経常収益 1 118 3 123

顧客との契約から生じる経常収益 4,064 118 419 4,602

上記以外の経常収益 21,169 3,358 136 24,664

外部顧客に対する経常収益 25,233 3,477 555 29,267

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

（単位：百万円）

（注）　「上記以外の経常収益」は主に資金運用収益等の「金融商品に関する会計基準」の適用対象の収益になりま

す。

前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益 円 115.84 166.85

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 2,070 2,984

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 2,070 2,984

普通株式の期中平均株式数 千株 17,875 17,888

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

（注）１．株主資本において自己株式として計上されている役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式は、１株当たり四

半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たり四半期

純利益の算定において控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第３四半期連結累計期間76千株、当第３

四半期連結累計期間62千株であります。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

(1）中間配当による配当金の金額 628百万円

(2）１株当たりの中間配当金 35円

(3）支払請求の効力発生日及び支払開始日 2021年12月10日

２【その他】

中間配当

　2021年11月10日開催の取締役会において、第119期の中間配当につき次のとおり決議しました。

（注）　2021年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し支払います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年２月８日

株式会社 秋田銀行

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

仙台事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 深　　田　　建 太 郎

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙　　尾　　大　　介

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社秋田銀行

の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（2021年10月1日から2021年12月31日ま

で）及び第3四半期連結累計期間（2021年4月1日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半

期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社秋田銀行及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点

において認められなかった。

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。



(注) １　上記の四半期レビュー報告書の原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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【表紙】



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

　当行取締役頭取　新谷明弘は、当行の第119期第３四半期（自　2021年10月１日　至　2021年12月31日）の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】

　確認に当たり、特記すべき事項はありません。


